
【特別な状況で欠席する場合】

（１）学校感染症で欠席するとき

　※発症日を必ず確認してください。　※医師による診断書は必要ありません。

（２）忌引きになる場合

おじ/おば：２日以内 曾祖父母：１日以内 甥/姪：１日以内

　病気で学校を休む場合に、児童生徒がかかった病気によっては、学校を休んでも欠席扱いにはならない場合が

あり、これを「出席停止」といいます。「出席停止」は学校やクラスでの伝染を防ぐためもありますが、何より

児童生徒自身の治療と休養のための措置ですので、必ず学校までご連絡ください。

父母：７日以内 祖父母：３日以内 兄弟姉妹：３日以内

【遠方の場合】
　往復日数を加算することもできます。なお、法事は忌引き扱いにはなりません。

　身内にご不孝があったとき、それに関連する欠席については忌引き扱いになる場合があります。生徒と亡くな

られた方との続柄によって、忌引き日数は下のように決められています。

【インフルエンザの場合】
　発症後５日を経過し、かつ解熱後２日経過するまでが出席停止の期間となります。
【コロナの場合】
　発症後５日を経過し、かつ症状が軽快後１日経過するまでが出席停止の期間となります。


